
＊令和5年度暫定再任用制度について

短　時　間　勤　務 常　　勤

２週間あたり38時間45分 １週間あたり38時間45分

若干の制限有 定年前と同様

教諭・養護教諭 教育職(一)２級：275,300円

事務職員 行政職３級：256,100円

時間単位で取得、時間は別に規定 退職年の3/31時点の残日数を引継

医療保険制度 任意継続・国保・家族の被扶養者 共済組合の組合員

年金制度 年金制度の適用なし 共済年金制度の適用

（暫定再任用の勤務の選択については裏面参照）

年次有給休暇

服務、分限、懲戒、公務災害 定年退職前と同じ

共済制度等

令和5年度対象者・・・R4年度末定年退職者＆H30～R3年度末定年退職者

勤　務　条　件

勤　務　時　間

勤　務　内　容

１週間当たりの勤務時間の割合を乗

じた額
給　　与

通勤手当、単身赴任手当、期末勤勉手当、義務教育等教員特別手当、特殊勤
務手当、時間外手当(行政職)

諸　手　当　（有）

諸　手　当　（無） 扶養手当、住居手当、へき地手当

共同実施だより 第４号

Ｒ５．２．１

発行 拠点校（大島中学校）

備品・服務グループ

周防大島町

共同実施HP

定年の段階的引き上げ期間において、年金受給開始年齢までの継続な勤務を

可能にするため設けられた制度(現在の再任用制度と同様）

暫定再任用とは？



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆2023年提出分の確定申告期間 

令和 5年 2月 16日（木）から令和 5年 3月 15日（水）までです。 

※還付申告については、令和 5年 2月 15 日（水）以前でも行えます。 

 

 

☆確定申告をする必要がある人 

  源泉徴収票といっしょにお配りした「令和 4年分源泉徴収票の見方」 

の中の 給与所得者の確定申告 の欄をご覧ください。 

 

 

☆確定申告書の提出方法 

  ・税務署の窓口で直接提出する 

  ・郵送で提出する 

  ・e-Tax（電子申告）で提出する 

 

 

☆確定申告で遡って申告できる年数 

還付申告は過去 5年間まで遡って申告することが可能です。これまでに申告をしていなか 

った場合、平成 30年分については、令和 5年 3月 31日まで申告することができます。 

自宅からの e-Tax の 5 つのメリット！ 
1 税務署への持参     
2 印刷・郵送代     
3 添付書類※一部を除き 
4 確定申告期間の利用可能時間   24 時間いつでも！ 

 5 早期還付   3 週間程度で還付！ 
          ※書面提出の場合は 1 か月～1 か月半 

 

不要！ 

↑国税庁 

R4 確定申告特集 


